
改 葬 許 可 証 交 付 申 請 書

京 丹 波 町 長 様

上記のとおり改葬したいので墓地埋葬等に関する法律第 5条第１項の規定により申請します。

令和 年 月 日 申請

(申 請 者) 住 所 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野４８７番地１

氏 名 京丹波 太郎 印は認印でも可

死亡者との続柄 子

電話番号 日中連絡が取れる電話番号（携帯可）

【 申請手順 】
申請書記入→現在の墓地管理者(寺、区長など)の証明を受ける→改葬先の墓地から使用許可書等

の証明を受ける→申請書及び使用許可書等（写し）を添付し、役場に提出→改葬許可証を受取る(郵

送可)→新霊園へ改葬許可証を提出

郵送で申請の場合・・・切手を貼った返信用封筒を同封してください

死 亡 者 の
※死産の場合、

父母の本籍・住

所・氏名を記入し

てください。

本 籍 死亡当時の本籍(わかる範囲で)

住 所 死亡当時の住所(わかる範囲で)

氏 名
複数の場合は、1 番新しい人の

氏名を記入し、他は別紙に記載
性 別 ○で囲む

死亡年月日 不明の場合は大体の日を記入

埋 葬 又 は 場 所 現在の埋葬又は火葬した場所

火 葬 の 年 月 日 埋葬又は火葬した日を記入

改 葬 の
理 由 改葬する理由を記入

場 所 改葬先の霊園の所在地と霊園名

現墓地使用者等の氏名
本人以外が申請する場合は、使用者の承諾書又

はこれに対抗することができる裁判の謄本

申請者と

の関係

上記のとおり埋葬又は納骨の事実を証明します。 注）現在の墓地管理者(寺、区長など)から

令和 年 月 日 証明してもらう。

墓地所在地 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野 487 番地 1

(墓地又は納骨堂管理者） 住 所 同 上

氏 名 京丹波 丹波 印は認印でも可

お問い合わせ先

〒622-0292 京丹波町蒲生蒲生野 487番地 1
京丹波町健康福祉部住民課環境推進係

電話 0771－82－3803(直通)


